
はじめに

「高次脳機能障害」という言葉は医療従事者にはなじ

みのある言葉である。言語，認知，行為などの機能には

大脳皮質が関与し，左右半球優位性とかなり局在性が明

確な大脳機能を高次脳機能とよび，その主な障害として

失語，失認，失行などがあるとされている１）。このよう

に「高次脳機能障害」といえば失語，失認，失行などを

表現していることが一般的である。一方，例えば交通外

傷など重症頭部外傷では急性期を経て失語，失認，失行

などを認めず外見上は回復したように判断されたものの，

集中力に欠け記憶障害などのために就学や就労に障害を

きたしたり以前の生活を送れないケースが少なからずあ

る。このような状態は外見上問題がないように判断され

ることもあり以前の生活への復帰を促すような支援体制

がなかった。そのような体制をつくるにはその対象とし

て上記のような状態をあらわす言葉が必要となる。それ

を行政的に定めたのが「高次脳機能障害」でありそれは

従来からの失語，失認，失行などを表現するものとは異

なっている。

症 例

症例１：２８歳，男性

２２歳時，発熱，記憶障害，失語が生じた。ヘルペス脳

炎と診断され加療された。てんかんが遷延し薬物療法を

継続している。記憶障害や失語はかなり回復し外見から

は障害があるようには見受けられない。飲食店にパート

で勤務しているが集中力がなく何となくぼんやりしてい

る印象がある。受診時の様子からは病識が十分あるよう

には思えない。天候のよくない日に海水浴に行き溺れた

こともある。

この患者はヘルペス脳炎後遺症である。この患者は一

般の人の「見た目」からは明らかな異常があるようには

思えないだろう。本人および家族もリハビリテーション

が必要であるとは認識していなかった。たとえその必要

性を認識していても上記に示したように整備されていな

い支援体制では継続したリハビリテーションを行うこと

はできなかった。

症例２：５９歳，男性

脳梗塞を発症し右浅側頭動脈－中大脳動脈バイパス術

を受けた。術後経過は良好だが意欲の低下，記銘力低下

などが残存した。神経学的所見では，軽度の左不全片麻

痺，左アキレス腱反射亢進，バビンスキー徴候陰性，起

立歩行は可能であった。改訂長谷川式簡易知能評価ス

ケール（HDS-R）２８／３０，Mini-Mental State Examination

（MMSE）２８／３０でともに認知症とはいえないレベルで

あった。

この患者は脳梗塞後遺症である。脳梗塞は重篤な片麻

痺を遺すことがあるが幸いにも軽い障害ですんでいる。

しかし，家族は以前とは人間が違うと訴えている。

ここで提示した症例１，２が行政的な意味での「高次

脳機能障害」である。

外傷や病気により脳に損傷を受けた場合，一見回復し
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たようにみえても退院後に初めて，家族から「単なる怠

け者になってしまった」，「人が変わってしまった」と気

付かれることがある。その場合，身体の障害がないか程

度が軽いにもかかわらず，社会生活や日常生活の場に

戻って初めて事態が深刻であることに気付き，あらため

て診察をうけた結果，その原因がここで取り上げる「高

次脳機能障害」であると判明する場合がある。このよう

に障害が見えない，あるいは見えにくいことがその患者

の社会復帰を促す上で大きな妨げになっている。明らか

な障害があればそれに対して病名あるいは状態名をつけ

それに対応しようということになる。障害が見えにくく

対応すべき呼称すら曖昧であれば対処できない状態にな

りがちである。例えば，症例２は脳梗塞後遺症という病

名があるがそこからは軽度の左不全片麻痺という状態は

結びつくが家族が訴えている部分は見えてこない。脳梗

塞後遺症による「高次脳機能障害」と記載することによっ

てそれは明確になる。

高次脳機能障害の診断基準

行政的な高次脳機能障害の診断基準の要点を表１に示

すとともに以下に解説する。

１）前文

わが国では２００１年度から５年間にわたり，厚生労働省

事業として「高次脳機能障害支援モデル事業」が，国立

身体障害者リハビリテーションセンターと全国１２地域の

自治体との連携により実施された。前文では，このモデ

ル事業で判明した「日常生活及び社会生活への適応に困

難を有する一群」に対して診断，リハビリテーション，

生活支援等の手法が確立されることが早急に必要である

と述べている。重要なのはこの一群が示す認知障害を行

政的に「高次脳機能障害」と呼ぶことでこれは教科書的

な高次脳機能障害とは同一ではない。この一群を診断す

るためにその診断基準はかなり操作的なものになってい

る。

２）主要症状等について２）

高次脳機能障害では，日常生活または社会生活に制約

がある。それが記憶障害，注意障害，遂行機能障害，社

会的行動障害などの認知障害が主たる原因になる。

①記憶障害

記憶障害によって，物の置き場所を忘れたり，新しい

出来事を覚えられなくなる。そのために何度も同じこと

を繰り返し質問したりする。

②注意障害

注意には全般性注意と方向性注意があり，その障害と

してそれぞれ全般性注意障害と半側空間無視がある。全

般性注意障害としては，「ぼんやりしている」，「仕事や

作業をすぐ中断する」，「集中力がない」などである。半

側空間無視は左半側空間無視が多い。これは，臨床的に

は右半球損傷後，特に右中大脳動脈領域の脳梗塞のよう

に，頭頂葉を含む大きな病巣によって生じる。症状とし

ては，発症初期には，患者は非無視側（右）を向き，そ

の方向ばかりを探索しようとする。慢性期に入ると，食

事の際，患者はテーブル上の無視側（左）のおかずに気

がつかなかったり，食べ残したりする。

③遂行機能障害

遂行機能は以下の４つのコンポーネントないしは機能

的なクラス，すなわち，１）目標の設定，２）計画の立

案，３）目標に向かって計画を実際に行うこと，４）効果

的に行動を行うこと，からなる。遂行機能障害としては，

例えば，自分で計画を立ててものごとを実行することが

できない，人に指示してもらわないと何もできない，い

きあたりばったりの行動をする，などがある。

④社会的行動障害

人は起こりうる未来の出来事を予想することができ，

将来行う自らの行動の帰結をも予想し，これを達成する

表１ 高次脳機能障害診断基準（行政的）の要点

Ⅰ．主要症状等

１．原因となる受傷や疾病の存在

２．日常生活や社会生活に制約があり，主たる
原因が記憶障害，注意障害，遂行機能障害，
社会的行動障害などの認知障害である

Ⅱ．検査項目
画像，脳波などにより認知障害の原因となる脳
病変を確認（あるいは診断書により脳病変が存
在したと確認）

Ⅲ．除外項目

１．脳病変に基づく認知障害のうち，身体障害
として認定可能であるが上記主要症状（�‐
２）を欠く

２．診断には受傷または発症以前から有する症
状と検査所見は除外

３．先天性疾患，周産期脳損傷，発達障害，進
行性疾患

Ⅳ．診断

１．�～�をすべて満たす
２．外傷や疾病の急性期症状を脱した後に診断
する

３．神経心理学的検査所見を参考にできる
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ために思考と行為を協調させ，自らの行動を未来に向

かって方向づけることができる。この機能をつかさどる

神経基盤のなかで最も重要な領域が前頭葉でその損傷に

よりさまざまな行動障害が出現する。社会的行動障害と

しては，目標を喪失した行動，反復・繰り返し行動，危

険な行動などがある。症例２が示した天候のよくない日

に海水浴に行って溺れるというのはこの危険な行動にあ

たる。

また，ここには述べられていないが病識欠如は高次脳

機能障害でよく認める。病識欠如によって障害がないか

のように振る舞ったり言ったりする。

病歴からは症例１では注意障害，社会的行動障害，病

識欠如を，症例２では，記憶障害を認める。

３）検査所見

図１，２はそれぞれ症例１，２のMRIを示している。

図１はヘルペス脳炎の側頭葉病巣を，図２は中大脳動脈

領域の脳梗塞巣をそれぞれ描出している。このように

MRI，CTなどによって脳の損傷が確認される必要があ

る。ただし，びまん性軸索損傷などのように長期の経過

で画像所見が不明瞭になる傾向のものもあるため，過去

の発症時点での検査で器質的病変が確認されていたとの

診断書があれば，現時点での器質的病変が確認できなく

ても診断可能としている。

４）除外項目

前文の解説で触れたようにモデル事業で明らかになっ

た「日常生活及び社会生活への適応に困難を有する一

群」を絞り込むためにこの除外項目は重要である。例え

ば，アルツハイマー病の患者も「日常生活及び社会生活

への適応に困難を有する」状態になっているがモデル事

業が問題視した「一群」には入らない。介護保険により

支援体制が利用可能である。

第１項は失語症を例にとれば「失語は学問的には脳の

器質的病変に基づく認知障害であるが，身体障害者手帳

の対象であるため，失語単独であるならば除外する」と

も読み替えられる３）。一方，失語症があるからといって

高次脳機能障害と診断できないわけではない。日常生活

や社会生活を困難にしている症状が I．主要症状等の項

目にあるような認知障害であるならば，高次脳機能障害

として診断できる。

第３項についてアルツハイマー病を例にして説明する。

アルツハイマー病では疾病の発症が確認され，記憶障害

が顕著で社会生活に制約があり，MRIでは側頭葉内側

の萎縮を認め SPECTでも頭頂側頭葉や後部帯状回の集

積低下を示し脳の器質的病変の存在が確認できる。すな

わち�．主要症状等，�．検査所見，を満たすが，アルツ
ハイマー病は進行性疾患であるため除外される。発達障

図１ 症例１のMRI FLAIR画像
左側頭葉に高信号域を示し病巣を認める。

図２ 症例２のMRI T２強調画像
右中大脳動脈領域に高信号域を複数認める。

行政的な「高次脳機能障害」の診断 ３１



害や進行性疾患などは，それぞれ別の支援体制が組まれ

るべきであるという観点から除外項目に入れられている。

５）診断

�．主要症状等があり，それを�．検査所見で確認でき，
�．除外項目に該当しなければ高次脳機能障害と診断で
きる。高次脳機能障害はそもそも「見えない障害」と言

われるように，外傷や疾病の急性期を脱して一見よさそ

うに見える時に残るものであるから第２項は言うまでも

ないことである。

６）補足事項

最初にふれたようにこの診断基準はこのモデル事業で

判明した「日常生活及び社会生活への適応に困難を有す

る一群」を診断するためにかなり操作的なものになって

いる。従って，その診断基準は，今後の医学・医療の発

展を踏まえ，適時，見直しを行うことが適当であると補

足されている。

７）診断基準の問題点

この診断基準は操作的なものでありその意図を認識し

て用いなければならない。例えば，認知症疾患ではアル

ツハイマー病が最も多いが血管性認知症も少なくない。

症例２は高次脳機能障害者と診断できるがその原因は軽

度の血管性認知症である。表２に示す DSM‐�による血
管性認知症の診断基準（要点）をみると血管性認知症の

多くは高次脳機能障害と診断できる。脳血管障害があれ

ば特定疾病として４０歳以上から（通常は６５歳以上）介護

保険の認定を受けることができるわけだが，この「高次

脳機能障害」を行政的に診断するようにした背景を考え

れば脳血管性認知症をそのまま全て高次脳機能障害とし

て診断するのは憚られるように思う。しかしながら，診

断基準がありそこに年齢が制限されていない以上，診断

できるのも事実である。

高次脳機能障害の現状

１）高次脳機能障害支援４）

モデル事業開始にあたっては，高次脳機能障害を有し，

年齢が１８歳以上６５歳未満であり，医療・福祉サービスの

提供により自立した社会生活を送ることができるように

なる症例の集積が意識された。上述したように，６５歳以

上であれば介護保険の対象になり，１８歳未満であれば療

育手帳の対象になる。また，１８～６５歳未満の年齢層で確

立された支援方法はこの年齢層以外でも応用可能になる

と考えられ一応年齢を区切られた。

モデル事業の対象になったのは４２４名（男性３２９名７８％，

女性９５名２２％）であった。原因疾患としては，外傷性

脳損傷７６％，脳血管障害１７％，低酸素脳症３％であった。

男女差で男性が圧倒的に多いのは原因疾患として外傷性

脳損傷が多数を占めているからであると考えられる。症

状としては，記憶障害９０％，注意障害８２％，遂行機能障

害７５％の順に頻度が高かった。この３症状については，

ひとりで３つ併せもつ率は７０％で，２つ併せもつ率も１２

％であり複数の症状をもつのがむしろ一般的であるとい

える。また，複数併せもつことで重症になることが明ら

かにされた。大まかには知能指数が低いほど重症度が高

くなるが，知能指数が１２０以上でありながら全く就学や

就労が不可能という例もあった。これこそまさに「見え

ない障害」の代表例でありここで取り上げている「高次

脳機能障害」と診断されるべき例である。身体機能障害

を併せもつ群が５３％であった。すなわち半数以上の例で

は入院中や退院後に高次脳機能障害のみならず片麻痺や

運動失調などについてもリハビリテーションを行う必要

がある。高次脳機能障害の器質的病変の確認には画像診

断が必要であるが，特にMRIと CTが有用である。

２）徳島大学病院の現状

徳島県では高次脳機能障害の中核支援施設を徳島大学

病院，関連支援施設をきたじま田岡病院，稲次整形外科

病院，水の都脳神経外科病院，ホウエツ病院，鳴門山上

病院，伊月病院がそれぞれ担っている。２００７年４月から

当院脳神経外科および神経内科において高次脳神経障害

の相談外来を行った。この相談外来では診断，評価，サ

ポート体制確立の援助，リハビリテーションおよびその

アドバイスなどを行っている。２００７年２月から２０１０年１１

月までに１０９名（男７３名，女３５名）が受診あるいは家族

が相談に訪れた。全ての年齢層が訪れているが５０歳台が

表２ DSM-�による脳血管性認知症の診断基準（要点，目黒謙一訳）

Ａ
（１） 記憶障害

（２） 失語，失行，失認，遂行機能障害の１つまたはそれ以
上の障害

Ｂ 認知機能障害による社会生活活動の水準の低下

Ｃ
障害の病因として関係していると判断される局所的神経症
候もしくは脳血管障害を示す検査所見

Ｄ せん妄の除外
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２５名と最も多く６０歳台（２０名），７０歳台（１５名）と続いた。

原因疾患としては脳血管障害（３３名），脳腫瘍（１８名），

交通外傷（１６名）の順に多かった。脳血管障害の内訳は

脳梗塞１５名，脳出血１０名，くも膜下出血８名であった。

高次脳機能障害は診断基準からは急性期を脱した状態で

なされるが，脳血管障害はその原因や部位によって高次

脳機能障害を生じやすいかどうかはある程度予測しうる。

そのため長期のリハビリテーション計画を考える上から

も急性期であるストローク・ケアユニットにおいて早期

に相談し意識を持っておくことは意義のあることと考え

られる。

３）「高次脳機能障害」の今後

２００７年３月に立ち上げ会を行い徳島県においても高次

脳機能障害家族会が結成された。２００８年度までに四国全

県で家族会が結成された。家族会を通じてうまくいった

方法を紹介しあい就労・就学の一助とされることが望ま

しい。一方，現在の状態が「高次脳機能障害」だと認識

されていない家族も相当数おられると予想される。機能

予後的に早期なリハビリテーションの重要性が報告され

ている。そのためより早く「高次脳機能障害」という診

断にたどりつかなくてはならず，一般向け，医療従事者

向けの啓発活動をより積極的に行う必要がある。医療従

事者向けの啓発活動の一環と勉強のため当院では毎月１

度高次脳機能障害検討会を行っている。オープンカン

ファレンスなので是非多くの人に参加して欲しい。また，

早期に開始し継続するリハビリテーションが「高次脳機

能障害」の機能予後改善のために重要である。そのため

には，急性期・亜急性期・慢性期のリハビリテーション

で評価法を統一しておいた方が望ましい。そのため，徳

島県におけるスクリーニング検査を作成した。
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Diagnostic criteria of the administrative higher brain dysfunction
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SUMMARY

Diagnostic criteria of the administrative higher brain dysfunction are defined. Young people

between the period of entering school and starting work occasionally suffer from brain damage. Al-

though the patient may seem to recover, memory and attention disturbances may continue. As a

result, higher brain dysfunction may interfere with return to school, and reinstatement is difficult.

Patients diagnosed with higher brain dysfunction by these diagnostic criteria can continue rehabili-

tation and achieve functional restoration. In the Tokushima University Hospital, many patients

with cerebrovascular disease, brain tumor, or traffic injury（in that order）consulted about higher

brain dysfunction.

Key words : higher brain dysfunction, diagnostic criteria
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